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       以　上

             (別　紙)

セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）

１.適用範囲
　本試験要領は、セメント及びセメント系固化材を原位置もしくはプラントにおいて土と混合する改良土の
六価クロムの溶出試験に適用するものとし、対象工法は表－１のとおりとする。ここで、セメント及びセメ
ント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトランドセメント、高炉セメント、セメ
ント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加剤を加えたものを含める。

２.試験の種類及び方法
　本試験要領における六価クロム溶出試験は、以下の方法で構成される。



２－１　セメント及びセメント系固化材の地盤改良に使用する場合の試験
　本試験では原地盤内の土と混合して施工される地盤改良を対象とする。

（１）配合設計の階段で実施する環境庁告示46号溶出試験（以下、「試験方法１」という）
　環境庁告示46号の溶出試験は、土塊・団粒を粗砕した２㎜以下の土壌を用いて６時間連続振とうし
た後に、六価クロム溶出量を測定する方法である注1）。この試験は、固化材が適切かどうかを確認する
ことを目的に行う。

（２）施工後に実施する環境庁告示46号溶出試験（以下、「試験方法２」という）
　改良された地盤からサンプリングした試料を用い、実際に施工された改良土からの六価クロムの溶
出量を確認する目的で行う。

（３）施工後に実施するタンクリーチング試験（以下、「試験方法３」という）
　タンクリーチング試験は、塊状にサンプリングした試料を溶媒水中に静置して六価クロム溶出量を測
定する方法である（添付資料２を参照）。この試験は、改良土量が5,000注2）程度以上または改良体
本数が500本程度以上の改良工事のみを対象に、上記（２）で溶出量が最も高かった箇所について、塊
状の試料からの六価クロムの溶出量を確認する目的で行う。

（４）試験方法２及び３の実施を要しない場合
　試験方法１で六価クロムの溶出量が土壌環境基準を超えなかったセメント及びセメント系固化材を地
盤改良に使用する場合、試験方法２及び３を実施することを要しない。ただし、火山灰質粘性土を改良
する場合は、試験方法１の結果にかかわらず、試験方法２及び３を実施するものとする。

注１）環境庁告示46号溶出試験
（添付資料１）のとおり、平成３年８月23日付け環境庁告示46号に記載された規格で行う。

注２）施工単位が㎡となっている場合はへの換算を行う。

２－２　セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合の試験
本試験は、以下に示すような再利用を目的とした改良土を対象とする。
１）建設発生土及び建設汚泥の再利用を目的として、セメント及びセメント系固化材によって改良す
  る場合
２）過去もしくは事前にセメント及びセメント系固化材によって改良された改良土を掘削し、再利用

        する場合

表－１　溶出試験対象工法



（１）配合設計、プラントにおける品質管理、もしくは改良土の供給時における品質保証の段階で実施する
環境庁告示46号溶出試験（以下、「試験方法４」という）
　この試験は、固化材が適切かどうか、もしくは再利用を行う改良土からの溶出量が土壌環境基準値以
下であるかを確認する目的で行う。本試験は改良土の発生者（以下、「供給する者」という）が実施し、
利用者（以下、「施工する者」という）に試験結果を提示しなければならない。また、利用者は発生者
から試験結果の提示を受けなければならない。環境庁告示46号溶出試験の方法は２－１（１）に同じ。

（２）施工後に実施する環境庁告示46号溶出試験（以下、「試験方法５」という）
２－１（２）に同じ。ただし、本試験は改良土を施工する者が実施する。

（３）施工後に実施するタンクリーチング試験（以下、「試験方法６」という）
２－１（３）に同じ。ただし、本試験は改良土を施工する者が実施する。

３.供試体作成方法及び試験の個数
  工事の目的・規模・工法によって必要となる供試体作成方法及び試験の数は異なるが、以下にその例を示
す。

（２）施工後に実施する環境庁告示46号溶出試験
（「試験方法２」に対して）

現場密度の確認あるいは一軸圧縮強さなどの品質管
理に用いた、もしくは同時に採取した試料（材齢28
日を基本とする）から、400～500g程度の試料を確保す
る。なお、試料の個数は、以下のように工法に応じた
ものを選択する。
＜試験個数１＞　表層安定処理工法、路床工、上層・下層路盤工、改良土盛土工など

１）改良土量が5,000以上の工事の場合
改良土1,000に１回程度（１検体程度）とする。

２）改良土量が1,000以上5,000未満の工事の場合
１工事当たり３回程度（合計３検体程度）

３）改良土量が1,000に満たない工事の場合
１工事当たり１回程度（合計１検体程度）

＜試験個数２＞　深層混合処理工法、薬液注入工法、地中連続壁土留工など
１）改良体が500本未満の工事の場合

ボーリング本数（３本）×上中下３深度（計３検体）＝合計９検体程度とする。
２）改良体が500本以上の工事の場合

ボーリング本数（３本＋改良体が500本以上につき250本増えるごとに１本）×上中下３深
度（計３検体）＝合計検体数を目安とする。

（３）タンクリーチング試験（「試験方法３」に対して）
  改良土量が5,000程度以上または改良体本数が500本程度以上の規模の工事においては、施工後の現場
密度の確認あるいは一軸圧縮強さなどの品質管理の際の各サンプリング地点において、できるだけ乱れの少
ない十分な量の試料（500g程度）を確保し、乾燥させないよう暗所で保管する。タンクリーチング試験は、
保管した試料のうち「試験方法２」で溶出量が最大値を示した箇所の１試料で実施する。

３－２　セメント及びセメント系固化材を使用した改良土等を再利用する場合
（１）　配合設計、土質改良プラントの品質管理、改良土の供給時における品質保証の段階で実施する環
    境庁告示46号溶出試験（「試験方法４」に対して）

１)建設発生土及び建設汚泥の再利用を目的として、セメント及びセメント系固化材によって改良する場
   合

　室内配合試験による配合設計を行う場合は３－１（１）に同じ。ただし、配合設計を行わない場
合においては、製造時の品質管理もしくは供給時における品質保証のための土質試験の試料を用い
て、1,000程度に１検体の割合で環境庁告示46号溶出試験を行う。

２)過去もしくは事前にセメント及びセメント系固化材によって改良された改良土を掘削し、再利用する
   場合

　利用者に提示する品質保証のための土質試験の試料を用いて、1,000程度に１検体の割合で環
境庁告示46号溶出試験を行う。

（２）施工後に実施する環境庁告示46号溶出試験（「試験方法５」に対して）
３－１（２）に同じ。ただし、「試験方法２」を「試験方法５」と読み替える。

（３）タンクリーチング試験（「試験方法６」に対して）
３－１（３）に同じ。ただし、「試験方法３」を「試験方法６」と読み替える。

４.六価クロム溶出試験等の積算の考え方について
　六価クロム溶出試験費及びタンクリーチング試験費等については、共通仮設費の技術管理費等に「六価ク
ロム溶出試験費」として、別途見積により積み上げ計上するものとする。

５.特記仕様書記載例
  特記仕様書の記載については、添付資料３の記載例を参考にする。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（添付資料１）
                                                       
　　　　　　　　　　　　　土壌の汚染に係る環境基準について（抜粋）
　　　　　　　　　　　　　　（平成３年８月23日環境庁告示第46号）

　改正　平成５環告19・平成６環告５・平成６環告25・平成７環告19・平成10環告21

公害対策基本法（昭和42年法律第132号）第９条の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準について次の
とおり告示する。
　環境基本法（平成５年法律第91号）第16条第１項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健
康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準（以下「環境基準」という。）並び
にその達成期間等は、次のとおりとする。
第１　環境基準
１　環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の環境上の条件の欄に掲げるとおりとする。
２　１の環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土壌の汚染の状況を的確に把
  握することができると認められる場所において、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合
  における測定値によるものとする。
３　１の環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料
  の堆積場、廃棄物の埋立地その他の別表の項目の欄に掲げる項目に係る物質の利用又は処分を目的とし
  て現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない。

第２　環境基準の達成期間等
      環境基準に適合しない土壌については、汚染の程度や広がり、影響の態様等に応じて可及的速やかに
    その達成維持に努めるものとする。
      なお、環境基準を早期に達成することが見込まれない場合にあっては、土壌の汚染に起因する環境影
    響を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

 別　表

付　表



分析方法と留意点
本指針で示した汚染土壌に係る分析方法の概要とその留意点は、次のとおりである。

(１)　土壌中重金属等の溶出量分析方法（土壌環境基準、平成３年８月23日付け環境庁告示第46号に掲げ
る方法）

①　検液の作成（溶出方法）



②　定量方法

　ア　カドムウム、鉛、六価クロム

（ア）　フレーム原子吸光法（ＪＩＳ　Ｋ0102の５５.２、５４.２、６５．２.２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六価クロム



（ウ）　ＩＣＰ発光分析法（ＪＩＳ　Ｋ0102の５５.４、５４.４、６５．２.４）

※ジフェニルカルバジド吸光光度法は、三価クロムを含有する場合の
全クロム量の測定には適用できない。



ウ　六価クロム
ジフェニルカルバジド吸光光度法（ＪＩＳ　Ｋ０１０２の６５．２.１）

６）　メスフラスコＡの溶液の一部を吸収セルに移し、メスフラスコＢの溶液を対照液と
　　して波長540nm付近の吸光度を測定する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（添付資料２）
                                                       
　　　　　　　　　　　　　タンクリーチング試験について

　タンクリーチング試験は下図のように、施工後の品質管理等の際に確保した試料を、塊状のまま溶
媒水中に水浸し、水中に溶出する六価クロムの濃度を測定するものである。試験方法及び手順は以下
のとおりである。

１.　施工後のサンプリング等で確保していた試料から400g程度の供試体を用意する。供試体は環境
　庁告示46号の溶出試験のように、土塊や団粒を２mm以下に粗砕せず、できるだけ塊状のものを用
　いる。その際、

１）一塊の固形物として確保できる場合は、固形物のまま
２）数個の塊に分割した状態の場合は、分割した塊の状態のまま
３）形状の保持が困難な粒状の状態で確保されるものについては、粒状のまま

を供試体とする。形状寸法は定めない。

２.　溶媒水として純水を使用する。純水の初期のpHは5.8～6.3とする。

３.　非金属製の容器を準備し、採取試料400g程度を容器内に置く。その後、所定量の溶媒水（固液
　比１：10、試料の乾燥重量の10倍体積の溶媒水＝４Ｌ程度）を充填し、供試体のすべてが水中に
　没するよう水浸させる。水浸の際にはできるだけ供試体の形状が変化しないよう注意し、水浸直
　後の供試体の状況をスケッチにより記録する。

４.　容器を密封後、20℃の恒温室内に静置する。この間、溶媒水のpH調整は行わない。

５.　水浸28日後に溶媒水を採水し、六価クロムの濃度測定を行う。濃度測定は（添付資料１）に示
　したＪＩＳ　Ｋ０１０２の６５．２に定める方法とする。採水の際には溶媒水を軽く撹拌した後、
　濃度測定に必要な分量を採取し、孔径0.45μｍのメンブランフィルターにてろ過する。

６.　試験終了後には、水中での供試体の状態をスケッチし記録する。

　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　　　　　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（添付資料３）
                                                       
　　　　　　　　　　　　　　　　特記仕様書記載

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参　考）

    １.六価クロムの土壌環境基準

　六価クロムの土壌環境基準は、土壌からの浸透水が地下水を汚染しないという観点で設定されて
いる。すなわち六価クロムが人体に摂取される経路として飲み水に着目し、その直接の水源若しく
は河川水等の涵養水源となる地下水の水質を保全するという考えである。この地下水の水質基準を、
公共用水域の水質環境基準と同じ様に0.05mg/㍑と定め、土壌環境基準は土壌からの六価クロム溶
出濃度が0.05mg/㍑を満たすように設定されたものである。
　この公共用水域の水質環境基準（0.05mg/㍑）は、我が国の水道水質基準等に基づき、慢性毒性
の観点から設定されているものである。
　なお、土壌環境基準（0.05mg/㍑）に関しては、当該土壌が地下水面から離れており、原状にお
いて当該地下水中の六価クロムの濃度が地下水１リットルにつき0.05mgを超えていない場合には、
検液１リットルにつき0.15mgとされている。

２.六価クロムの溶出が少ない固化材

　普通のセメントに比べて六価クロムの溶出が少ない固化材としては、高炉セメントがある。
また、六価クロムの溶出量が少ない新たなセメント系固化材が開発されている。１.六価クロムの土壌環境基準

　六価クロムの土壌環境基準は、土壌からの浸透水が地下水を汚染しないという観点で設定されて
いる。すなわち六価クロムが人体に摂取される経路として飲み水に着目し、その直接の水源若しく
は河川水等の涵養水源となる地下水の水質を保全するという考えである。この地下水の水質基準を、
公共用水域の水質環境基準と同じ様に0.05mg/㍑と定め、土壌環境基準は土壌からの六価クロム溶
出濃度が0.05mg/㍑を満たすように設定されたものである。
　この公共用水域の水質環境基準（0.05mg/㍑）は、我が国の水道水質基準等に基づき、慢性毒性
の観点から設定されているものである。
　なお、土壌環境基準（0.05mg/㍑）に関しては、当該土壌が地下水面から離れており、原状にお
いて当該地下水中の六価クロムの濃度が地下水１リットルにつき0.05mgを超えていない場合には、
検液１リットルにつき0.15mgとされている。

２.六価クロムの溶出が少ない固化材

　普通のセメントに比べて六価クロムの溶出が少ない固化材としては、高炉セメントがある。
また、六価クロムの溶出量が少ない新たなセメント系固化材が開発されている。


